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別紙資料-3

１．カワネズミについて

２．文献資料の取り扱いについて

第５回 宮崎県河川整備学識者懇談会
＝環境調査について＝

別紙資料の記載について

〇〇〇：懇談会の指摘を踏まえ修正した箇所

開催日 ：平成27年3月23日 13:30～16:00

開催場所：宮崎県企業局庁舎1階 県電ホール
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調査場所の状況

調査場所の状況

サワガニ（上左）と テンの糞（上右）

カワネズミ
調査地点

カワネズミ （宮崎県RDB 絶滅危惧Ⅱ類）＿清武川水系

• 清流の指標となるカワネズミを対象として、清武川上流域で確認調査を実施した。（H26.8.25）、そ
の結果、個体の確認はできなかった。

• 調査対象地では、カワネズミの餌となるサワガニの生息や、カワネズミの捕食者となるテンのフィール
ドサインが確認されたが、上流域は流出土砂が河床に堆積し渓流環境が不安定な状態にあることよ
り、生息の可能性は低いと考えられる。

１．カワネズミについて
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（１）文献調査の内容

収集した文献をもとに、対象河川及びその周辺で確認されている生物種を抽出した。抽出方法は次
に示すとおりとした。

１）文献収集
• 計画対象の14水系に係る既存の生物調査報告書等について、学識者から文献情報をいただきながら収集した。
（収集文献数：１０２件）

２）対象河川
• 計画対象14水系において、本川（河口～源流）を生物情報抽出の対象河川とした。但し、津波対策が明らかに
必要となる支川についても抽出対象河川とした。

３）データ抽出方法

• 次に示す①～③の条件のもとで抽出した。
①対象河川の記載のあるもののみを抽出。

②メッシュデータとして整理された文献では、メッシュ内に対象河川が含まれるデータのみを抽出。

③鳥類については、河川名の記載がないものでも、対象河川が流れる地先（抽出エリアが最小となる字もしくは
町）の記載があるものを抽出。

２．文献資料の取り扱いについて
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（２）文献からの抽出例

（条件）① 対象河川の記載のあるもののみを抽出

↓

（事例） 沖田川の鳥類、清武川と加江田川の底生動物

文献） 宮崎大学農学部研究報告59（45-55）2013文献） 延岡市環境基本計画 自然環境調査 データ集 2000年3月 延岡市

（事例.1） 沖田川の鳥類

（事例.2）清武川と加江田川の底生動物

２．文献資料の取り扱いについて



（２）文献からの抽出例

（条件）② メッシュデータとして整理された文献で
は、メッシュ内に対象河川が含まれる場合にのみ
抽出

↓

（事例） 加江田川の植物

文献） 宮崎市環境マップ調査2001年3月
宮崎市環境部環境保全課

新別府川

清武川

加江田川
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宮崎市域を4次メッシュ（500ｍ四方）
に区切り集計

２．文献資料の取り扱いについて



（２）文献からの抽出例

（条件）③ 鳥類については、河川名の記載がない
ものでも、対象河川が流れる地先（抽出エリアが最
小となる字もしくは町）の記載があるものを抽出。

↓

（事例）熊野江川の鳥類

6文献） 延岡市環境基本計画 自然環境調査 データ集 2000年3月 延岡市

着色した町名内で確認された種を抽出した。

＜凡例＞
河川
流域界
熊野江川流域に係る字・町界
その他の字・町界

２．文献資料の取り扱いについて



（３）整備計画書への反映

整備計画書の希少種一覧表について、以下に示す内容に修正した。（事例：加江田川）

今後、調査が全て終わりデータが揃った段階で、一覧表から削除する種や漏れている種の追加について検討する。

• 現地調査確認種と文献に基づくものとを区分して表示した。

• 文献に記載された動植物のうち、河川との係りの薄いものは記載しないこととした。

（例えば、熊野江川では、アカヤマドリ、ヤイロチョウが文献で確認されているが、これらの種は、木の実等を餌とし樹
林地を主な生息場とするため記載しないこととした。）

• 陸産貝類も同様に河川との係りが薄いものと考え削除する。
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